
長浜市告示第１１３号 

 

長浜市建設工事等競争入札参加者の格付及び選定基準に関する要綱（平成28年長浜市告

示第２号）の一部を次のように改正する。 

 

令和６年３月１５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

第４条第１項第１号中「総合評定値とする」を「総合評定値とし、資格要綱別表左欄に

掲げる建設工事業種のうち格付業種に該当するものの区分に対応する右欄の建設業の区分

の最も高い値とする」に改め、同号ただし書を削る。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


